
京都美術工芸大学 

日本学生支援機構奨学金 給付奨学生採用候補者 

自宅外月額支給に係る手続きについて 

 

大学入学前に日本学生支援機構奨学金を申し込み、給付奨学生採用候補者となった方で自宅外から通学をされ

る方は「通学形態変更届」を日本学生支援機構に提出し、審査後、自宅外通学が認められた方から自宅外月額の支

給が開始されます。 

 

１．対象者 

令和 6 年度大学等奨学生採用候補者決定通知（下の画像用紙）で給付奨学金の項目に候補者決定、 

支援区分や〇が書かれている方が対象です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．自宅外通学申請の手続きの流れ 

 

4 月支給希望の手続きの流れ 

① 3 月 19 日（火）までに※１「通学形態変更届」および自宅外通学要件確認チャートを行い、 

該当する※2各証明書類と一緒に大学に提出（郵送/持参） 

② 大学で書類のチェックを行い、日本学生支援機構に送付 （不備があった場合は 5 月支給へ）  

③ 4 月 19 日（金）に初回振込（自宅外通学申請許可） 

 



京都美術工芸大学 

5 月支給希望の手続きの流れ 

① 4 月 19 日（金）までに※1「通学形態変更届」および自宅外通学要件確認チャートを行い、 

該当する※2各証明書類と一緒に大学に提出（持参のみ） 

② 大学で書類のチェックを行い、日本学生支援機構に送付（不備があった場合は 6 月支給へ） 

③ 5 月 16 日（木）に初回振込（4、5 月分振込、自宅外通学申請許可） 

 

※1「通学形態変更届」の用紙は大学掲示板に掲載されているものをご使用ください。 

※2各証明書類は※1「通学形態変更届」の 2 枚目の自宅外通学要件確認チャートの対象区分によって、 

 提出する証明書類が異なります。 

        

 


